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仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について 

 
 

 

宮城県は、仙塩広域都市計画区域において、昭和 45 年 8 月に、市街化区域及び市街化調

整区域の区域区分を定めており、その後 7 回の見直しを行っている。 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、都市計画法第 6条の 2 により都道府県

が定めるもので、都市計画区域について定められる都市計画は、当該方針に即したものと

しなければならない。 

 

 仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の構成 

1. 都市計画の目標 

2. 区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針 

3. 主要な都市計画の決定の方針 

 

 区域区分の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成 30 年 5月）」より抜粋

（令和 7 年） （令和 17 年）

（令和 7 年） （令和 17 年）
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 区域区分を変更する場合の方針 

「3.主要な都市計画の決定の方針」に、計画的な市街地整備の見通しがある区域に関する

方針を定めており、「特定保留地区」と「一般保留地区」に区分している。 

 

 特定保留地区 

関係機関との一定の調整が完了し、事業を行う位置、目的及び規模が確定しており、

事業の実施が確実になる等の条件を満たした段階で市街化区域へ編入する地区及び既

存の市街化区域に連担し、東日本大震災復興特別区域法や地区計画等により、既に市街

地が形成されている地区であって、下表のとおり「市街化区域編入予定地区」として位

置付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一般保留地区 

事業を行う必要性とおおむねの位置が決まっている地区で、具体的な開発計画が確定

する等の条件が満たされた段階で、関係機関との調整を行った上で市街化区域へ編入

する地区であって、下記のとおり位置付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成 30 年 5月）」より抜粋 

※「仙塩広域都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（平成 30 年 5月）」より抜粋 
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東日本大震災復興特別区域法について 
 

 

東日本大震災復興特別区域法は、東日本大震災からの復興に向けた取組みの推進を図り、

復興の円滑かつ迅速な推進と、活力ある日本の再生に資することを目的に、平成 23 年 12

月に施行され、３つの計画と各種の特例措置から構成されている。 

 

 ３つの計画 

1. 復興推進計画 

2. 復興整備計画 

 復興整備事業を迅速に行うため、「許可の特例」や、「新たな事業制度の活用」、「手

続きのワンストップ化」等の特例を受けるための計画。 

3. 復興交付金事業計画 

 

 

 
※東日本大震災復興特別区域法資料（復興庁）より抜粋 
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【名取市 閖上地区】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名取市より提供（R2 年撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現況写真 
N 

市街化区域編⼊地区 

土地利用計画図 

名取川→ 

閖上 

小中学校 

←名取 I.C 

←名取 I.C 

名取川→ 

↓
東
日
本
大
震
災
慰
霊
碑 

閖
上
漁
港 

100m 

N 

：土地区画整理事業区域 

：市街化区域 

名取市閖上東地区（工業系） 

被災市街地復興土地区画整理事業区域 

名取市閖上地区（住居・商業系） 

被災市街地復興土地区画整理事業区域
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【名取市 美田園北地区】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
名取市より提供（H30 年撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現況写真 
N 

土地利用計画図 

市街化区域編⼊地区 

なとりりんくうタウン 

なとりりんくうタウン 

↓美田園駅 

100m 

N 
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【富谷市 高屋敷西地区】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
富谷市より提供（R2 年撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況写真 
N 

土地利用計画図 

市街化区域編⼊地区 

N 

100m 

西成田宮床線 

西成田宮床線 
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